
※新所有者名を記入 ※現在のナンバーを記入

印紙

富山 ５００

 

さ

 

１２４２運輸

 

太郎

国土

 

花子

ボールペン記入

印紙を貼ってください

076 123 1234

申請される項目にチェックを入れて、

 
手数料額を記入して下さい。

500

＜例＞

⑱



解体が終わった抹消登録（一時抹消されていない車で還付申請をされる場
合

重量税還付を代理人が受ける場合などは①番登録案内
窓口でお尋ねください。

９ 富 山 ５ ０ ０ さ 1  2  4  2 1 2 3

1 1 0 0 1 2 3 4 4 2 1

印所　有　者

21 １ 9

　所有者の委任状をお持ちの場合は、押印する必要
はありません。

申請代理人
21 1 16

　所有者本人が申請に来られている場合
は、記入の必要はありません。

1

立
立

山 次 郎

ﾀ ﾃ ﾔ ﾏ ｼﾞ ﾛ ｳ

１ 6 5 0 0 1 7 4 1 2 4 - 1 0

9 3 0 3 3 1 1 0 6７ 4 2 3 3 3 3 1

運 輸

藤 原

1 ２ ３ ４ ５ ６ ７

1

２

1

印

丁目

振り込み先は、ご本人名義に限ります。
記載例は
運輸銀行、藤原支店、普通口座１２３４５６７　です

申請日

1
番地

永久抹消・重量税還付申請

一時抹消証明書のナンバープレートを記入

法人の場合は「２」と記入 フリガナを記入

所有者名を記入

住所コードを調べて記入

鉛
筆
で
記
入

⑧

2

3

車台番号の下３ケタを記入

移動報告番号（リサイクル番号）を記入



解体が終わった抹消登録（一時抹消後に解体が終わり、重量税還付申請をされる場合）

重量税還付を代理人が受ける場合などは①番登録案内
窓口でお尋ねください。

７ 富 山 ５ ０ ０ さ 1  2  4  2 1 2 3

1 1 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1

印所　有　者

21 1 9

　所有者の委任状をお持ちの場合は、押印する必要
はありません。

申請代理人
21 1 16

　所有者本人が申請に来られている場合
は、記入の必要はありません。

1

立 山 次 郎

ﾀ ﾃ ﾔ ﾏ ｼﾞ ﾛ ｳ

1 6 5 0 0 1 7 4 1 2 4 - 1 0

9 3 0 3 3 1 1 0 67 34 2 3 3 3 3 1

運 輸

藤 原

1 ２ ３ ４ ５ ６ ７

1

２

1

印

丁目

振り込み先は、ご本人名義に限ります。
記載例は
運輸銀行、藤原支店、普通口座１２３４５６７　です

申請日

1
番地

解体届・重量税還付申請

一時抹消証明書のナンバープレートを記入

法人の場合は「２」と記入 フリガナを記入

所有者名を記入

住所コードを調べて記入

鉛
筆
で
記
入

⑩

車台番号の下３ケタを記入

移動報告番号（リサイクル番号）を記入



国土

 

花子

ＧＸ６１－Ａ２３４５

長岡

 
三郎

長岡市摂田屋町２６４３－１

登録

２１

長
岡

富山市向新庄５５５

１ ９

委任事項の訂正は、委任者の訂正印がないと出来ませんのでご注意願います。

委任された日付

旧所有者の氏名・住所を印鑑証明書のとおり記入

申請代理人の氏名・住所を記入

ボールペン記入⑳



代理人が還付金を受領する場合に必要となる委任状 様式２（重量税代理受領用） 

委    任    状 21
 
          代 理 人  氏 名   運 輸 太 郎              
  
住 所   富山市本郷西部１２３－４         

 

             上記の者に下記自動車にかかる自動車重量税の還付金の受領権限を委任する。 

 
自動車登録番号又は車台番号 

富山 ５９９ る ２００７ 

 
 
 
 
 平成  年  月  日 
          委任者（使用済自動車の所有者） 
             （フリガナ）  コクゼイ  タイゾウ 
           氏名又は名称   国 税 大 蔵 

           代表者氏名                             
 
           住    所 富山市牛島本町５６７－８                
 
    （ご注意）①この委任状は所有者本人以外が還付金を受け取る場合に必要です。 

 還付金の受領権限の委任状は、必ず使用済自

動車の所有者の方が手書きで記入して下さい。 

 全文をゴム印やパソコンなどで作成された

ものは、別途、印鑑証明書の添付と実印の押印

が必要となりますのでご注意下さい。 

印 

         ②委任状は、委任者が自署・押印してください。 
         ③委任状を提出された場合でも、委任者に未納の国税等があるときは、国税通則法大 57 条 
         （充当）及び地方税法附則第９条の１０（委託納付）の規定の適用により、当該未納の国税 

に充当及び委託納付されるため、委任状の受任者に還付されないことがあります。 
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